
補 足 説 明 書
徳島県県土整備部営繕課

１ 委託業務名

Ｒ７営繕　文化の森総合公園　徳・八万　電気設備改修設計業務

２ 別途発注委託業務

なし

３ 重点調査制度

本業務は、重点調査制度の 対象業務 である。

４ 現地調査

　現地調査は行うことができるので、希望者は、事前に施設管理者へ連絡をし、了解を得ること。
　なお、当該調査は施設の運営時間内に行うものとする。

５ 注意事項

　契約の相手方が免税事業者の場合には、免税事業者届出書を直ちに提出すること。
　落札者が建築士事務所登録をしている者である場合

６ 重要事項説明

７ 成績評定の選択制

　なお、履行途中の評定の意向変更は原則認めないこととする。

８ 営繕積算システム（ＲＩＢＣ）の利用料

９ ウィークリースタンス

　当発注業務において、ウィークリースタンスを実施する。
　実施内容については「ウィークリースタンス実施要領」によることとする。

10 Ｗｅｂ会議の実施

　この業務は、「Ｗｅｂ会議」（以下「会議」という。）を実施する。
会議の実施に係る通信機器及び通信費に対する費用は、原則、受発注者それぞれが負担するもの

とする。
また、受注者は会議の映像と音声について、記録と保存を行う必要はないが、議事録の作成は行

うこと。

(1)
(2)

契約書に建築士法第22条の３の３に定める記載事項を記載するので、落札決定後、落札者は建
築士法第22条の３の３に定める記載事項を記載した書面（営繕課指定様式）を直ちに発注者の契
約担当者に提出すること。

ただし、成績評定を希望した場合において、完了時、変更契約により業務委託料（税込み）が50
万円以下となった場合は、評定は行わないものとする。

対象業務の受注者は、当初契約時に、評定の実施の意向について、「委託業務（建築）成績評定
に関する意向確認書」を発注者契約担当者に提出しなければならない。

当初業務委託料（税込み）が50万円を超え500万円未満及び、変更契約で業務委託料が50万円を超
えた建築工事に係る設計及び工事監理の委託業務は、成績評定の選択制を試行する。

落札者は、建築士法第24条の７の規定に基づき、落札決定から契約までの間に重要事項説明書
（営繕課指定様式）を提出し、監督員に内容の説明を行った後、監督員の確認印を受け、控えを落
札者にて保管すること。なお、監督員への説明については、「ＩＴを活用した建築士法に基づく設
計受託契約等に係る重要事項説明実施マニュアル（令和３年９月１日付け国土交通省住宅局建築指
導課）」に即した形で行うことができる。

設計金額に営繕積算システム（ＲＩＢＣ）の内訳書数量入力システムＬＩＴＥの利用料を含んで
いる。



11 公共建築設計者情報システム（ＰＵＢＤＩＳ）の登録

　なお、業務カルテ登録料は設計金額に含まれている。

12 重点調査

13 契約額の年度割合について

　各年度の契約額については、令和７年度：約85％、令和８年度：約15％とする。

設計金額が500万円以上の委託業務は、公共建築設計者情報システム（ＰＵＢＤＩＳ）の業務カル
テ登録が必要である。

重点調査対象となった業務（以下「重点調査業務」という。）について、受注者は、その業務価
格の積算根拠等について記載した「重点調査回答書（別記様式「業務計画書」を含む。）」（様式
第１号）を作成し、契約締結後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に監督員に提出しなければ
ならない。

重点調査業務の受注者は、業務担当職員を定め、業務計画書に業務体制について直接的に関わる
担当者（作業員を含む。）まで記載するものとする。

重点調査業務の受注者は、業務を履行するにあたり、着手時打合せ、業務完了時の成果品の受け
渡し並びに業務履行中の全ての協議及び立会時には、管理技術者が出席(臨場)し、説明又は協議を
しなければならない。

受注者は、提出した書類について監督員から説明を求められたときは、これに応じなければなら
ない。

重点調査とは、設計金額5,000万円以上の委託業務（工事監理業務を除く。）において、落札価格
（入札書記載金額に1.10を乗じ一円未満の端数を切り捨てた額。）が、設計金額（消費税及び地方
消費税を含む。）に10分の6を乗じた額（千円未満の端数は切り捨てるものとする。）を下回る業務
に対し、成果品の品質確保を目的に、重点的に行う確認及び聞き取り調査のことをいう。


